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資料５ 介護保険サービスの人員，設備及び運営に関する基準等

に係る条例制定について （平成２５年４月１日施行）

《 条例制定の概要 》

この資料は，本市独自基準の内容のうち，通所介護に関係する部分の概要を
まとめています。現時点では，条例施行規則及び解釈通知は「案」であり，内
容が変わることがあります。

， 「 」 ，「 （ ）」 。なお 文中の 法 は 介護保険法 平成9年法律第123号 のことです

○独自基準について
高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して自立した生活が

できるよう，施設においては，できる限り家庭に近い居住環境を
， 。整えるため 次の基本的な考え方から独自基準を制定しています

１ 公正，公平，適正の確保のため
２ プライバシー保護，人権擁護のため
３ 利用者負担軽減のため
４ サービスの質向上のため
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１ 暴力団員の排除

○基準条例

事業者の役員又は事業所の管理者が岡山市暴力団排除基本条例に定める暴

力団員でないこととする規定を新設します。

○対象サービス

全サービス共通

○条例の考え方

介護保険サービスの事業活動により，暴力団の活動を助長し，又は暴力団

の運営に資することのないよう，暴力団員を排除し，利用者が安心してサー

ビスの利用ができる環境を整備します。

【居宅サービスの例】

（指定居宅サービスの事業の一般原則）

， 。 ，第３条 法第７０条第２項第１号の条例で定める者は 法人とする ただし

病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をい

う。以下同じ ，診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ ）若し。） 。

くは薬局（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項の薬局を

いう。以下同じ ）により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診。

療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リハビリテ

ーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限

りでない。

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者である

かを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又

はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含

む ）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本。

条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であっ

てはならない。

３～６ （略）
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《解釈通知の案》

第１ 総論

基準省令解釈通知第二の３の次に次の内容を加える。

４ 指定居宅サービスの事業の一般原則（居宅条例第３条）

(1) 申請者の要件（同条第１項）

指定居宅サービス事業者の指定の申請者は法人でなければならない。ただ

し，次に掲げる居宅サービスの種類に係る指定の申請にあっては，この限り

でない。

ア 病院，診療所又は薬局により行われる居宅療養管理指導

イ 病院又は診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテ－ション，通

所リハビリテ－ション又は短期入所療養介護

(2) 暴力団員の排除（同条第２項）

介護保険事業により暴力団の活動を助長し，又は暴力団の運営に資するこ

とのないよう，指定居宅サービス事業者の役員及び当該指定に係る事業所の

管理者（以下「役員等」という ）は，暴力団員であってはならないことを。

規定したものである。そのため，本市においては，指定居宅サービス事業者

， ，の指定を受けようとする者は申請書に 役員等の変更に伴うものは変更届に

役員等が暴力団員でない旨の誓約書に役員等名簿を添付して提出しなければ

平成２５年４月１日において現に指定を受けならないこととする。ただし，

ている全ての指定居宅サービス事業者は，同日における当該指定に係る事業

所の役員等である者について，前記にかかわらず，平成２５年４月末日まで

に，役員等が暴力団員でない旨を誓約書に役員等名簿を添付して市長に提出

するものとする。
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２ 虐待防止責任者の設置及び虐待防止研修の実施

○基準条例

利用者の人権擁護，虐待防止等のため，責任者の設置，研修の実施等を努

力義務とする規定を追加します。

○対象サービス

全サービス共通

○条例の考え方

利用者の人権の尊重を図り，虐待の防止を推進することは，介護保険サー

ビスにおいて重要であることから，虐待防止責任者の設置及び虐待防止研修

の実施の規定を設けます。なお，障害福祉サービスでは 「利用者の人権の，

擁護，虐待防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとと

もに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない 」と厚生労働省令で規定されています。。

【居宅サービスの例】

（指定居宅サービスの事業の一般原則）

第３条 （略）

２ （略）

３ 指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利

用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

， ， ，４ 指定居宅サービス事業者は 利用者の人権の擁護 虐待の防止等のため

， ，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに その従業者に対し

研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

５，６ （略）

《解釈通知の案》

第１ 総論

基準省令解釈通知第二の３の次に次の内容を加える。

４ 指定居宅サービスの事業の一般原則（居宅条例第３条）

(1)～(2) （略）

(3) 人権の擁護及び虐待の防止等（同条第４項）

指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため

の体制の確保に係る責任者（以下「 」という ） す虐待防止責任者 を選任。

ること。

指定居宅サービス事業者は，従業者に対し 「高齢者虐待の防止，高齢，

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）の

趣旨及び内容を十分に踏まえた しなけれなならない。研修を実施
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４ 地域包括支援センターとの連携

○基準条例
サービスの提供等に際しての連携先に地域包括支援センターを追加しま

す。また，地域包括支援センターが開催する地域ケア会議への求めがあった
場合の参加を努力義務とします。

○対象サービス
全サービス共通

○条例の考え方
第５期計画の基本目標にもなっている「地域包括ケアシステム」では，地

域包括支援センターが重要な位置付けとなることから，地域の包括的な支援
に向けて，地域包括支援センターとの連携を強化します。

【居宅サービスの例】
（指定居宅サービスの事業の一般原則）
第３条 （略）
５ 指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当た
っては，地域との結び付きを重視し，市町村， （法地域包括支援センター
第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同
じ ，居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを。）
提供する者との連携に努めなければならない。
６ 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場
合には，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。

《解釈通知の案》
第１ 総論

基準省令解釈通知第二の３の次に次の内容を加える。
４ 指定居宅サービスの事業の一般原則（居宅条例第３条）
(1)～(3) （略）
(4) 地域包括支援センターとの連携等（同条第５項及び第６項）

地域包括ケアシステムでは，地域包括支援センターが重要な位置付けと
なることから，指定居宅サービス事業者は，地域における包括的な支援に
向けて，地域包括支援センターとの連携に努めることとしたものである。
指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場

合には，地域ケア会議に参加するよう努めること。なお，地域ケア会議に
参加した場合は，専門的な見地からの意見を述べるよう努めること。

※【特定福祉用具販売】の内容も同趣旨です。【福祉用具貸与の例】

☆準用（居宅介護支援事業者等との連携）
第１４条 は， を提供するに当たっては，居指定福祉用具貸与事業者 指定福祉用具貸与

宅介護支援事業者， 又は保健医療サービス若しくは福祉サービ地域包括支援センター

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

２ は， の提供の終了に際しては，利用者又指定福祉用具貸与事業者 指定福祉用具貸与

はその家族に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る居宅介護支援事業

者に対する情報の提供及び 又は保健医療サービス若しくは福祉地域包括支援センター

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
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1５ 多様な手法を用いた評価

○基準条例

自主評価だけでなく，多様な評価の手法を用いて評価を行うことを義務と

します。さらに，特定施設，特養，老健については，外部の者による評価及

びそれらの結果の公表を努力義務とします。

○対象サービス

全サービス

○条例の考え方

サービスの質の評価方法については，自主評価だけでなく，多様な評価の

， ，手法を用いることとし 様々な視点から客観的にサービスの質の評価を行い

。 ， ， ，より良いサービスを提供することを目的とします さらに 特定施設 特養

老健については，外部評価を努力義務とすることで，自己評価では見えない

視点からのサービスの質向上が期待できます。

【福祉用具貸与の例】

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針）

第２５６条 （略）

３ 指定福祉用具貸与事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

， 。定福祉用具貸与の質の評価を行い 常にその改善を図らなければならない

※【福祉用具貸与 【特定福祉用具販売】の内容も同趣旨です。《解釈通知の案》 】

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

ア 指定訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅条例第２２条及び

第２３条）

基準省令解釈通知第三の一の３の(12)中①は次の①のとおり読み替え，

②の次に次の③の内容を加える。

① サービスの質の評価（居宅条例第２２条第２項）

提供された介護サービスについては，目標達成の度合いや利用者及びそ

の家族の満足度等について常に評価を行うとともに，必要に応じて訪問介

護計画の変更を行うなど，その改善を図らなければならないものである。

サービスの評価は，自ら行う評価に限らず，第三者などの外部の者によ

る質の評価など，多様な評価の手法を用いて，様々な視点からサービスの

質の評価を行わなければならない。

また，より良いサービスの提供のために，その評価の結果を踏まえ，常

にサービスの質の改善を図らなければならない。
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1６ 成年後見制度の活用支援

○基準条例

成年後見制度の活用支援について追加します。

○対象サービス

全サービス共通

○条例の考え方

適正な契約手続等の支援の促進を図るため，必要に応じ，利用者が成年後

見制度を活用することができるように支援することを明記します。

【福祉用具貸与の例】

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第２５７条 （略）

２ 指定福祉用具貸与事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。

※【福祉用具貸与 【特定福祉用具販売】の内容も同趣旨です。《解釈通知の案》 】

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

ア 指定訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅条例第２２条及び

第２３条）

基準省令解釈通知第三の一の３の(12)中①は次の①のとおり読み替え，

②の次に次の③の内容を加える。

① サービスの質の評価（居宅条例第２２条第２項）

（略）

③ 成年後見制度の活用支援（居宅条例第２３条第２項）

成年後見制度は，さまざまな障害により判断能力が十分でない者（認知

症高齢者，知的障害者，精神障害者など）の財産管理や介護サービスの利

用契約などを，成年後見人等が本人に代わり行うことにより，このような

者の財産や権利を保護し支援する制度である。

指定訪問介護事業者は，適正な契約手続等を行うために成年後見制度の

活用が必要と認められる場合（利用者自身では，各種契約，不動産・預貯

金等の財産の管理等が困難であり，利用者の財産や権利を保護し支援する

必要がある場合等）は，地域包括支援センターや市町村担当課等の相談窓

口を利用者又は家族に紹介する等関係機関と連携し，利用者が成年後見制

度を活用することができるように支援しなければならない。
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１７ 研修の機会確保

○基準条例

研修計画の作成，研修の実施，計画的な人材育成の規定を追加します。

○対象サービス

全サービス共通

○条例の考え方

従業者の資質向上のために，研修計画を作成，当該計画に従った研修の実

施を義務付けます。また，安定した事業運営のために，計画的な人材育成を

事業者の努力義務とします。

【福祉用具貸与の例】

（適切な研修の機会の確保）

指定福祉用具貸与事業者は，福祉用具専門相談員の資質の向上第２６０条

のために研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施しなければなら

ない。

２ 指定福祉用具貸与事業者は、従業者の計画的な人材育成に努めなければ

ならない。

※【福祉用具貸与 【特定福祉用具販売】の内容も同趣旨です。《解釈通知の案》 】

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

ウ 勤務体制の確保等（居宅条例第３２条）

基準省令解釈通知第三の一の３の(19)中①及び③は次のとおり読み替え

る。

① 勤務の体制等の記録（同条第１項）

（略）

③ 研修の実施及び人材育成（同条第３項及び第４項）

指定訪問介護事業所の訪問介護員等の質の向上を図るために作成する

「研修計画」は，当該事業所におけるサービス従業者の資質向上のための

研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるととも

に，個別具体的な研修の目標，内容，実施時期等を定めた計画を策定する

こと。なお，当該研修には，高齢者の人権擁護，虐待防止等の内容が含ま

れていなければならない。

また，作成した研修計画に従い，当該事業所内で研修を実施するととも

に，研修機関が実施する研修への参加の機会を確保するなど従業者の計画

的な人材育成に努めなければならない。

-7-



２５ 運営規程の整備

○基準条例

運営規程に定めるべき項目を追加します。

○対象サービス

全サービス

○条例の考え方

サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う必要があることから，事故

（ ） ， ，発生の防止及び 発生時の対応 虐待を防止するための措置に関する事項

成年後見制度の活用支援，苦情解決体制の整備等の重要事項について，あら

かじめ運営規程に定めることを義務付けます。さらに，入所系サービスにつ

いては，身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の

手続についても，あらかじめ運営規程に定めることを義務付けます。

【福祉用具貸与の例】

（運営規程）

第２５９条 指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具貸与事業所ごとに，

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料その他の費用

の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) における対応方法事故発生時

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 成年後見制度の活用支援

(9) 苦情解決体制の整備

(10) その他運営に関する重要事項

（注）サービスの種類により内容が異なりますので御注意ください。

※運営規程記載例

（事故発生時等における対応方法）

第○○条 事業者は，利用者に対する指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具
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貸与）の提供により事故が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに，必要な措置を講ずる

ものとする。

２ 事業者は，利用者に対する指定通所介護（指定介護予防通所介護）の提供に

， 。より賠償すべき事故が発生した場合には 損害賠償を速やかに行うものとする

３ 事業者は，前項の損害賠償のために，損害賠償責任保険に加入する。

（虐待防止のための措置に関する事項）

第○○条 事業者は，利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講

ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

２ 事業者は，指定通所介護（指定介護予防通所介護）の提供に当たり，当該事

業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかに，これを市町村に通報

するものとする。

（成年後見制度の活用支援）

第○○条 事業者は，利用者と適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年

後見制度の利用方法や関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように

支援を行うものとする。

（苦情解決体制の整備）

第○○条 事業者は，指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具貸与）の提供に

係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，必要な措置を講ずる

ものとする。

２ 事業者は，指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具貸与）の提供に関し，

法第２３条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の

求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び市町村が行う

調査に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導

又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

３ 事業者は，提供した指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具貸与）に係る

利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するととも

に，国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は

助言に従って必要な改善を行うものとする。

（その他運営に関する重要事項）

第○○条 事業者は，指定福祉用具貸与（指定介護予防福祉用具貸与）の提供に

関する記録を整備し，その完結の日から５年間保存するものとする。

【 】【 】 。《解釈通知の案》 ※ 福祉用具貸与 特定福祉用具販売 の内容も同趣旨です

第２ 介護サービス

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

イ 運営規程（居宅条例第３０条）

-9-



基準省令解釈通知第三の一の３の(17)中③の次に次の内容を加える。

④ 虐待の防止のための措置に関する事項（同条第７号）

指定訪問介護事業者は，利用者に対する虐待を早期に発見して迅速か

つ適切な対応が図られるための必要な措置について，運営規程に定める

こと。具体的には，虐待防止責任者の選任，従業者に対する虐待の防止

を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画など）等を指

すものであること。

27 記録の保存期間を2年から5年へ延長

○基準条例

， ，従業者の勤務記録 介護給付費等の請求及び受領等の記録についても含め

保存期間を「２年間」から「５年間」に延長します。

○対象サービス

全サービス

○条例の考え方

公費の過払いの場合（不正請求を含まない ）の返還請求の消滅時効は，。

地方自治法第236条第1項の規定により５年であることから，返還請求にお

， 。いて特に必要となる記録についても含め 文書の保存期間を5年間とします

【福祉用具貸与の例】

（記録の整備）

第２６４条 指定福祉用具貸与事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に

次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ関する

ならない。

(1) 福祉用具貸与計画

(2) 第２６２条第４項に規定する結果等の記録

次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサ(3)

ービスの内容等の記録

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故
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に際してとった処置についての記録

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記

録

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第２５５条第１項から第３項まで

に規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録

（注）サービスの種類により内容が異なりますので御注意ください。

※【福祉用具貸与 【特定福祉用具販売】の内容も同趣旨です。《解釈通知の案》 】

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

エ 基準省令解釈通知第三の一の３の(26)の次に次の内容を加える。

(28) 記録の整備（居宅条例第４２条）

利用者に対する指定訪問介護の提供に関する各種記録を整備し，その完

結の日から５年間保存しなければならないとしたものである。ここでいう

「完結の日」とは，利用者との契約の終了日又はサービス提供した日では

なく，それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなった日とする。利用者

との契約が継続している間において，当該利用者に関する全ての記録の保

存を求めるものではない。例えば，介護給付費の請求の根拠となるサービ

ス提供の記録は，その記録に対する介護給付費等を請求し，受領した日が

「完結の日」となり，その翌日から５年間保存することとなる。

【完結の日について】
「完結の日」とは 「それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなっ，
た日」です。利用者との契約が継続している間，当該利用者に関する
全ての記録の保存を求めるものではありません。
例えば，介護給付費の請求の根拠となるサービス提供の記録は，そ

の記録に対する介護給付費等を請求し，受領した日が「完結の日」と
なります。
なお，この考え方は，介護保険法に基づく記録について適用され，

他の法律等により保存の規定が設けられているものは，その規定に従
うこととなります。
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（素案）
平成２５年３月●日

岡事指第 号

市内介護保険事業者各位

岡山市保健福祉局長

介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅サービス等及び

指定介護予防サービス等の基準等について

介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という ）第４２条第１項第２号，。

第７４条第１項及び第２項並びに第７０条第２項第１号の規定による「岡山市指定居宅サ

， 」（ 「 」 。）ービス等の事業の人員 設備及び運営の基準等を定める条例 以下 居宅条例 という

については岡山市条例第８５号をもって，法第５４条第１項第２号，第１０５条の４第１

項及び第２項並びに第１１５条の２第２項第１号の規定による「岡山市指定介護予防サー

ビス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法の基準等を定める条例 （以下「予防条例」という ）については」 。

岡山市条例第９０号をもって，平成２４年１２月１９日に公布され，平成２５年４月１日

から施行されます。条例の内容としては，従来，厚生労働省令で定めている基準を基本と

していますが，本市が独自に定めた基準が含まれていますので，その運用に当たっては，

次のことに留意し，適切に対応してください。

記

１ 本市独自基準以外の基準についての運用

２に定めるもののほか 「居宅条例」及び「予防条例」の運用に当たっては 「指定， ，

居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第３」

７号。以下「居宅基準」という ）及び「指定介護予防サービス等の事業の人員，設備。

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準 （平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「予防基準」という ）の運用」 。

のために発出された「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準に

」（ 。 「 」 。）ついて 平成１１年９月１７日付け老企第２５号 以下 基準省令解釈通知 という

並びにその他厚生労働省から発出された各種通知及びＱ＆Ａにおいて示されている内容

を適用するので，これらを踏まえて指定居宅サービス等事業者及び指定介護予防サービ

ス等事業者は，適正な事業運営をすること。

２ 本市独自基準についての運用

「居宅条例」及び「予防条例」において本市独自に規定した基準等については，運用

上の留意事項を別紙のとおり定めたので，指定居宅サービス等事業者及び指定介護予防

サービス等事業者は，別紙の留意事項を十分に確認の上，適正に事業を運営すること。

３ 運営規程の変更の届出

運営規程に変更があったときは，１０日以内に，その旨を市長に届け出なければなら

条例制定に伴う運営規程の変更に限り，前記にかかわらず，平成２５年ない。ただし，

４月末日までに届け出ることで足りるものとする。
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（別紙）

岡山市指定居宅サービス等及び岡山市指定介護予防サービス等

に係る独自基準の運用について

第１ 総論

基準省令解釈通知第二の３の次に次の内容を加える。

４ 指定居宅サービスの事業の一般原則（居宅条例第３条）

(1) 申請者の要件（同条第１項）

指定居宅サービス事業者の指定の申請者は法人でなければならない。ただし，次

に掲げる居宅サービスの種類に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

ア 病院，診療所又は薬局により行われる居宅療養管理指導

イ 病院又は診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテ－ション，通所リハ

ビリテ－ション又は短期入所療養介護

(2) 暴力団員の排除（同条第２項）

介護保険事業により暴力団の活動を助長し，又は暴力団の運営に資することのな

いよう，指定居宅サービス事業者の役員及び当該指定に係る事業所の管理者（以下

「 」 。） ， 。役員等 という は 暴力団員であってはならないことを規定したものである

そのため，本市においては，指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は

申請書に，役員等の変更に伴うものは変更届に，役員等が暴力団員でない旨の誓約

平成２５書に役員等名簿を添付して提出しなければならないこととする。ただし，

年４月１日において現に指定を受けている全ての指定居宅サービス事業者は，同日

における当該指定に係る事業所の役員等である者について，前記にかかわらず，平

成２５年４月末日までに，役員等が暴力団員でない旨を誓約書に役員等名簿を添付

して市長に提出するものとする。

(3) 人権の擁護及び虐待の防止等（同条第４項）

指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のための体制の

確保に係る責任者（以下「虐待防止責任者」という ）を選任すること。。

指定居宅サービス事業者は，従業者に対し 「高齢者虐待の防止，高齢者の養護，

者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）の趣旨及び内容を十

分に踏まえた研修を実施しなけれなならない。

(4) 地域包括支援センターとの連携等（同条第５項及び第６項）

地域包括ケアシステムでは，地域包括支援センターが重要な位置付けとなること

から，指定居宅サービス事業者は，地域における包括的な支援に向けて，地域包括

支援センターとの連携に努めることとしたものである。

指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めること。なお，地域ケア会議に参加した場合は，

専門的な見地からの意見を述べるよう努めること。

第２ 介護サービス

１ 訪問介護

(1) 運営に関する基準

ア 指定訪問介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針（居宅条例第２２条及び第２

３条）
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